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ところで、行政が施策を実施するとき、当然ながら、その効果がないと意
味がありません。その効果を測るための「評価指標」も必要です。では、そ
の「評価指標」はどのようなものであるべきでしょうか。

施策の評価指標には「アウトカム指標」 と「アウトプット指標」がありま
す。人権を保護するための施策では、アウトカム指標は、施策の目的である
人権保護に実際にどの程度の成果があったか、つまり施策のアウトカムを測
る指標のことです。
アウトプット指標は、アウトカムを生み出すために実施された施策の実施

結果、つまり施策のアウトプットを測る指標のことです。
この捉え方は、政策の実施過程を、 ①インプット（政策資源の投入）→②
施策の実施→③アウトプット（施策の実施結果）→④アウトカム（施策の成
果）という流れで捉える考え方に基づいています。
施策の成果を測るためには、アウトカム指標が必要になります。さらに、

アウトカムの先には、施策の実際の効果や有効性としての社会へのインパク
ト（影響）を考える必要もあります。これを測る指標を「インパクト指標」
という場合もあります。

行動計画は、市民の人権を守るためにつくられました。したがって評価指標は、
「施策の実施が社会の中でどのような変化を生み出し、ライツホルダー（権利保
持者）の人権がどの程度保護されるに至ったか」というインパクトを測るもので
ある必要があります。これは、アウトプット指標ではなく、アウトカム指標でな
いと測ることができません。

例えば、行動計画のエシカル消費の分野に次のような施策があります。
「様々な主体が実施するエシカル消費に関連するイベントでの普及啓発の実施、
ＨＰでのイベント情報の発信や事例紹介、パンフレットや教材の作成等を社会的
課題（背景）についても理解を促すような形で引き続き実施していく。」
この施策について、政府の「行動計画施策実施状況一覧」での評価指標は次の

ようになっています。
⚫ エシカル消費に関連するイベントへの出展回数
⚫ ＨＰでのイベント情報の発信数や事例紹介数
これはアウトプット指標であることがわかります。

今回、行動計画の策定・改定に関わってきた団体などから、行動計画のいくつ
かの施策についてアウトカム指標の提案をしています。例えば上の例では、次の
ような評価指標を提案しています。
⚫ エシカル消費につながる商品・サービスへの意識の変容の割合
⚫ エシカル消費につながる商品・サービス選択の行動への変容の割合
⚫ 消費者が事業者と協働して持続可能な社会の実現に行動する消費者の割合（持
続可能な社会の実現に向けて事業者に意見を申し出できる消費者の増加）

この指標で測られるアウトカム（施策の成果）の先には、「自己および他者の
権利を尊重する社会の実現」「消費者が事業者とともにつくる持続可能な社会の
実現」といった社会へのインパクトがあります。これは、目指すべき社会の姿と
も重なっています。
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2020年10月、政府は「ビジネスと人権に関する行動計
画」を策定しました。2025年に改定されることになってい
ます。この行動計画は、国連「ビジネスと人権に関する指
導原則」に基づき、政府が「国の人権保護義務」を果たす
ための計画で、各省庁が実施する多くの施策が書かれてい
ます。
この4年間で、これらの施策はしっかり実施されてきたの

でしょうか？ …それを確認できるのが、外務省ウェブサイ
トにある「行動計画施策実施状況一覧」です。直近では87
の施策の実施状況が一覧になっています。この「実施状況
一覧」は、 「「ビジネスと人権」に関する行動計画の実施
に係る政府報告」というウェブページの中にある行動計画
の年ごとの「レビュー」に含まれています。

「インパクト志向の評価指標の提案」のめざすもの

このプロジェクトは、国の行動計画の実施状況を評価するにはこうした
インパクト志向の評価指標（アウトカム指標）が必要と考え、その提案
をめざしています。

➢ 提案の背景はどのようなもので何をめざしているのでしょうか。 ❷



インパクトを出すためには施策をどのように進めたらいいだろうか

インパクトを出すためにはロジックを考えよう

政策資源の投入 具体的な活動や作業 直接的な成果物
中長期的な
望ましい成果

目指すべき
社会的変化

インパクトアウトカムインプット アクティビティ アウトプット

評価指標 評価指標

➢ 施策によってめざす社会の変化（インパクト）を生み出すためにはロジックの検討が求められます。 ❸



現在のNAP評価指標にはどのような課題があるか

➢ 現状のNAPの評価指標には次のような課題があります。

政策資源の投入
具体的な活動
や作業 直接的な成果物

中長期的な
望ましい成果

目指すべき
社会的変化

インパクトアウトカムインプット アクティビティ アウトプット

評価指標 評価指標

インパクトを生み出せるだろうか

今後行っていく具体的な措置 関係府省庁 評価指標 実施状況*

4
外国人雇用事業主に対する法令遵
および雇用管理の改善等への適切
な対処等の指針の周知徹底・啓発

厚生労働省

・ハローワーク
における事業
所等指導等の
実施件数

・2020年度：9003件（計画数：11,342件）
・2021年度：12,529件（計画数：11,700件）
・2022年度」13,278件（計画数：12,161件）

日本のNAP評価指標の記載例（出所：3年目レビュー報告書「行動計画実施状況一覧」から抜粋、かつ簡略化して記載）

今後行っていく具体的な措置 関係府省庁 評価指標 実施状況*

38-

2

政府の実施する調達において、入札
する企業における人権尊重の確保
を促進する

厚生労働省

・ハローワーク
における事業
所等指導等の
実施件数

・2020年度：9003件（計画数：11,342件）
・2021年度：12,529件（計画数：11,700件）
・2022年度」13,278件（計画数：12,161件）

例

アウトプット指標？

設定は？
設定は？提案

依頼内容
・めざす姿を示す
・成果をどう考えるか
・そのための評価指標を検討

❹



NAP評価指標の課題解決のために提案された評価指標案（１）

今後行っていく具体的な措置 関係府省庁 評価指標 実施状況*

4
外国人雇用事業主に対する法令遵お
よび雇用管理の改善等への適切な
対処等の指針の周知徹底・啓発

厚生労働省

・ハローワーク
における事業
所等指導等の
実施件数

・2020年度：9003件（計画数：11,342件）
・2021年度：12,529件（計画数：11,700件）
・2022年度」13,278件（計画数：12,161件）

日本のNAP評価指標の記載例（出所：3年目レビュー報告書「行動計画実施状況一覧」から抜粋、かつ簡略化して記載）

➢ 現状のNAPの評価指標には次のような課題があります。

今後行っていく
具体的な措置 アウトプット アウトカム

目ざす姿

4

外国人雇用事業主に対する法
令遵守および雇用管理の改善
等への適切な対処等の指針
の周知徹底・啓発

①母国語による労働安全衛生教育の義務化
②労働安全衛生のマネジメントシステムの導入
③1回/年の防災訓練の義務化

令和5年度労働災害発生率（死傷年千人率
（以下「千人率」という。）実績、技能実
（4.1）、特定技能（4.31）の全国平均
（2.36）並みへの低減

外国人労働者の安全が確
保され、安心して働ける職
場環境の実現

提案の評価指標例（出所：提案指標から抜粋、かつ簡略化して記載） URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100702740.pdf

評価指標
外国人労働者の死傷年千人率を2027年
までに全体平均（2.36）以下とする。

評価指標（①のみ記載）
①外国人労働者導入企業での母国語によ
る安全教育の実施企業数

政策資源の投入
具体的な活動
や作業 直接的な成果物

中長期的な
望ましい成果

目指すべき
社会的変化

インパクトアウトカムインプット アクティビティ アウトプット

評価指標 評価指標

❺

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100702740.pdf


今後行っていく具体的な措置 関係府省庁 評価指標 実施状況*

38

-2

政府の実施する調達において、入札
する企業における人権尊重の確保を
促進する

厚生労働省

・ハローワーク
における事業
所等指導等の
実施件数

・2020年度：9003件（計画数：11,342件）
・2021年度：12,529件（計画数：11,700件）
・2022年度」13,278件（計画数：12,161件）

日本のNAP評価指標の記載例（出所：3年目レビュー報告書「行動計画実施状況一覧」から抜粋、かつ簡略化して記載）

➢ 現状のNAPの評価指標には次のような課題があります。

今後行っていく
具体的な措置 アウトプット アウトカム

目ざす姿

38

-2

政府の実施する
調達において、
入札する企業に
おける人権尊重
の確保を促進す
る

①入札希望者に対する「記載」の説明の実施
（説明会の実施や、説明文書・動画のWebサ
イトからの提示等）
②相談窓口の設置・相談対応の情報開示
③各省庁の調達改善計画及び半期毎の自己
評価に人権尊重の取組みを盛込む

※①のみ記載
①-1 公共調達の受注企業/入札企業に人権方針をもつ企業が増える
①-2 公共調達の受注企業/入札企業に人権DDを行う企業が増える
①-3 公共調達の受注企業/入札企業にグリーバンスメカニズムを持
つ企業が増える

公共調達を通じて、
中小企業やサプラ
イチェーンを含む企
業の大半に人権の
保護・尊重・救済の
取組みが広がり、
人権保護・尊重・救
済が進む

提案の評価指標例（出所：提案指標から抜粋、かつ簡略化して記載） URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100702740.pdf

評価指標（①のみ記載）
①-1 公共調達の受注企業/入札企業のうち人権方針をもつ企業の数・割合
①-2 公共調達の受注企業/入札企業のうち人権DDを行う企業の数・割合
①-3 公共調達の受注企業/入札企業のうちグリーバンスメカニズムを持つ企業
の数・割合

評価指標（①のみ記載）
①入札希望者に対する説明会の回数、参
加企業数、説明文書DL数、動画閲覧回数
等

政策資源の投入
具体的な活動
や作業 直接的な成果物

中長期的な
望ましい成果

目指すべき
社会的変化

インパクトアウトカムインプット アクティビティ アウトプット

評価指標 評価指標

NAP評価指標の課題解決のために提案された評価指標案（2）

❻

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100702740.pdf


評価指標案を提案した市民社会組織とその内容

【提出者】

ACE、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

CSOネットワーク

Social Connection for Human Rights（SCHR）

DPI日本会議

中尾洋三

ノット・フォー・セール・ジャパン／山岡万里子

プラン・インターナショナル・ジャパン

弁護士稲森幸一、蔵元左近、小林美奈、佐藤暁子、高橋大祐

37施策

評価指標案が提出されたNAP施策 提出数 提出者

（１）横断的事項
ア．労働（ディーセント・ワークの促進等）
イ．子どもの権利の保護・促進
エ．消費者の権利・役割
オ．法の下の平等（障害者、女性、性的指向・性自認等）
（ア）ユニバーサルデザイン・心のバリアフリーの推進（★4施策）
（イ）障害者雇用の促進（★4施策）
（ウ）女性活躍の推進
カ．外国人材の受入れ・共生
（２）人権を保護する国家の義務に関する取組
ア．公共調達
イ．開発協力・開発金融
（４）救済へのアクセスに関する取組
司法的救済及び非司法的救済 （★3施策）

次期NAPに含まれる新たな分野
新しい人権課題
環境と人権（★1施策）

現行の施策
：25
現在施策なし
：12（★）

• ACE、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

• CSOネットワーク

• Social Connection for Human Rights

（SCHR）

• DPI日本会議

•中尾洋三

• ノット・フォー・セール・ジャパン／山岡万里子

•プラン・インターナショナル・ジャパン

•弁護士： 稲森幸一、蔵元左近、小林美奈、佐藤暁子、

高橋大祐

URL:https://docs.google.com/spreadsheets/d/18No7iA-

5AA16lsUIS2LXvhwCMiTQ9uCX/edit?gid=1523767451#gid=1523767451

➢ 提案された指標はどのようなものだったのでしょうか。 ❼

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18No7iA-5AA16lsUIS2LXvhwCMiTQ9uCX/edit?gid=1523767451#gid=1523767451
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18No7iA-5AA16lsUIS2LXvhwCMiTQ9uCX/edit?gid=1523767451#gid=1523767451


提案指標例（現行施策、現行にない施策）

施策No/指標案 アウトプット （施策の結果） アウトプット指標 アウトカム （施策の成果） アウトカム指標 目指す姿

10
「子どもに対する暴
力撲滅行動計画」
の着実な実施を通
じ、性的搾取等を
含む国内の子ども
に対する暴力撲滅
に取り組んで行く。

行動計画のこれまでの取り組
みを振り返り、更なる成果をも
たらすためのマルチステークホ
ルダーによる見直しプロセス
の実施

行動計画のこれまでの取り組
みを振り返り、更なる成果をも
たらすためのマルチステークホ
ルダーによる見直しプロセスの
実施の有無

子どもに対する暴力根絶に向
けた、関連省庁、関係機関、そ
の他ステークホルダーによる統
合的な取り組みの推進

円卓会議・作業部会の開催
を含む、子どもに対する暴力
根絶に向けた、関連省庁、関
係機関、その他ステークホル
ダーによる統合的な取り組
みの推進の有無

・子どもに対する暴力を容認
しない社会通念、意識・行動
が強化され、暴力が減少する

行動計画に記載された取り組
みに関する細分化されたデー
タの整備とデータに基づく進
捗管理と効果測定・評価の実
施

行動計画に記載された取り組
みに関する細分化されたデータ
の整備件数とデータに基づく進
捗管理と効果測定・評価の実施
の回数

ステークホルダー間の統合的な
取り組みと、データに基づく進
捗管理と効果測定・評価の実施
により、子どもに対する暴力が
減少する

データに基づく進捗管理と
効果測定・評価の実施による
子どもに対する暴力の発生
数

施策Noなし
（環境と人権）

①気候変動および緩和・適応
による環境・人権への負の影
響を把握するためのステーク
ホルダーエンゲージメントが実
施される。
②企業の施策において、上記
の負の影響を考慮し対応をす
ることを要請し、国連ビジネス
と人権に関する指導原則の観
点を含む「公正な移行（just 
transition）」の考え方をふま
えた緩和・適応計画を実施する
企業が増える。

①-1 実施したステークホルダ
ーエンゲージメントの内容
①-2 ステークホルダーエンゲ
ージメントで問題提起された人
権への負の影響の内容
②緩和・適応計画において「公
正な移行」の考え方を表明する
企業数・割合とその推移（定期
的な企業対象のアンケート調査
等を実施）

以上を情報開示

①「公正な移行（just 
transition）」の考え方をふま
え、気候変動の緩和・適応に関
する関係省庁において、環境活
動家や人権擁護者を含むステ
ークホルダーとの対話を通じて
把握した負の影響を考慮した
政策が実施される。
②「環境デュー・ディリジェンス」
の普及・浸透において、国連ビ
ジネスと人権に関する指導原
則の観点から人権リスクの考え
方が統合される。

①ステークホルダーエンゲー
ジメントで把握した負の影響
に対応した施策の内容
②指導原則の観点を含む環
境省「バリューチェーンにお
ける環境デュー・ディリジェ
ンス入門～OECD ガイダン
スを参考に～」が示す考え方
に沿った環境デュー・ディリ
ジェンスを実施する企業数・
割合とその割合

以上を情報開示

・脱炭素社会への移行におい
て、国連ビジネスと人権に関
する指導原則の観点を含む、
環境・人権への影響を考慮し
た「公正な移行（just 
transition）」の考え方をふ
まえ、気候変動の緩和・適応
計画を策定する。
・緩和・適応計画の策定にお
いては、環境・人権に負の影
響を受ける人々の社会的立
場の脆弱性や当該事案にお
ける力関係の不均衡が考慮
される。
・人権デュー・ディリジェンス
と環境デュー・ディリジェンス
のシナジーが最大化される。

➢ 提案指標は現行の施策だけではなく、現在のNAPには含まれていないものもあります。 ❽



ステークホルダー報告書の提言内容との関連性（1）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100660229.pdf

➢ すでにステークホルダーからは指標に関わる報告書も出されています。 ❾

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100660229.pdf


ステークホルダー報告書の提言内容との関連性（２）

➢ すでにステークホルダーからは指標に関わる報告書も出されています。 ❿



次期NAPへのわたしたちの期待

アウトカム指標

の作成

政府やステーク

ホルダー間の議論

中長期的な望ましい成果を評価する「アウトカム指標」

⚫ 国連の人権専門機関であるOHCHRが開発した人権指標を活用することが有用と

考えられる。日本のNAP評価指標は、3つある人権指標のうち、中長期的な望ましい

成果を評価する「成果指標」（アウトカム指標）の検討が十分ではない。

⚫ ウガンダのNAPやその他の海外事例を参考に成果指標を組み込む必要がある。

指標作成の視点は多様、さまざまな立場での議論が不可欠

⚫ 現在の提案している指標は当該分野を専門とする市民組織からの政府への
期待を示すものだが、現時点ではステークホルダー間での議論も十分ではな
く、その粒度も完成度も十分ではない。

⚫ 政府もステークホルダー等の視点も実情への認識も多様である。目指す姿を
見据えながら効果的な指標について合意形成をしていく必要がある。

⚫ 円卓会議、作業部会など様々な場でマルチステークホルダーでの活発な議論
を期待したい。

2つのポイント

1

2

➢ 次期NAPによって人権が保護・尊重・救済されるために次の提案をします。 ⓫



人権指標に関する国際的フレームワーク
• 2012年に国連人権高等弁務官事務所が開発した、人権指標に関するフレームワークが有用

• 同フレームワークは、人権の実現の進捗と成果を包括的に評価できるよう、3つの人権指標を提示

＊1   仮訳。正式名は ‘Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation’
＊2   OHCHR, ‘Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation’ (United Nations 2012), 

pp. 34-8.

3つの人権指標*2国際的フレームワーク

国連人権高等弁務官事務所が、人権に関する普遍
的、公平、客観的な指標を各国に提供するために、
2012年に人権指標のフレームワークを開発。

成果指標

過程指標

構造指標

Structural Indicators

Process Indicators

Outcome Indicators

国連人権高等弁務官事務所作成
「人権指標：測定と実施のためのガイド*1」

概要*2,3

• 人権の実現における努力の望ましい中
長期的な成果を測定するための指標

• （1つ以上のプロセス指標によって把握
されうる）様々な基礎となるプロセス
の影響を時系列的に統合したもの

• 人権に関するコミットメントを、望まし
い成果に変えるための継続的な努力を
測定するための指標

• 政策には、開発およびガバナンスのた
めの公的プログラム、予算配分、特定の
規制や救済への介入などを含む

• 国際人権基準の実施に関するコミット
メントを測定するための指標。

• 法的文書の批准と採択、人権の促進と
保護に必要とみなされる基本的な制度
的メカニズムの存在と創設を反映する
もの。

指標の例

•労働災害の発生率

•管理職の男女比

•強制労働の報告件数

•環境要因の苦情件数

•救済の割合

•予算配分

•対象範囲

•グリーバンスと救済

•研修、意識啓発

•国際法の批准

•法的文書

•法令、政策、制度

•公的声明

•人権方針

＊３ THE Danish Institute For Human Rights（2024）「NATIONAL ACTION PLANS ON BUSINESS 

AND HUMAN RIGHTS TOOLKIT 」、https://www.humanrights.dk/publications/national-action-plans-

business-human-rights-toolkit-2024-edition

アウトカム指標

参考
⓬

https://www.humanrights.dk/publications/national-action-plans-business-human-rights-toolkit-2024-edition
https://www.humanrights.dk/publications/national-action-plans-business-human-rights-toolkit-2024-edition


好事例紹介：ウガンダのNAP評価指標
• ウガンダのNAP*は、実施状況とその成果を計測するための指標を明確に区別

• 取り組みが中長期的にどのような成果をもたらすのか、成果指標を数値で客観的に提示

＊ Ministry of Gender, Labour and Social Development ‘The National Action Plan on Business and Human Rights’ (Uganda 2021) appendices, available at 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/NationalPlans/uganda_approved-national-action-plan-on-business-and-human-rights_august-2021.pdf

• 望ましい中長期的な成果を明
確に掲げられている。

• パーセンテージに基づく数値指
標を設定しており、計画の有効
性を客観的に測定・評価するこ
とができるため、これらの成果
指標が計画見直しの判断基準
として機能する。

アウトカム

• 戦略的アクションがもたらす直
接的な成果物として、アクショ
ンの対象企業の増加数といっ
た指標を設定している。

アウトプット

参考
⓭

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/NationalPlans/uganda_approved-national-action-plan-on-business-and-human-rights_august-2021.pdf


THE Danish Insittute For Human Rights（2024）「NATIONAL ACTION PLANS ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS TOOLKIT 」、
https://www.humanrights.dk/publications/national-action-plans-business-human-rights-toolkit-2024-edition

その他参考事例

ルクセンブルク

短期的実施と長期的実施を設定タイ

目標の下に「期待される成果」を設定

参考
⓮

https://www.humanrights.dk/publications/national-action-plans-business-human-rights-toolkit-2024-edition


日本でアウトカム指標を設定している例

厚労省

<令和5年度＞働き方改革
の実現に向けた労働時間
の上限規制の定着による
長時間労働抑制等のため
の取組

https://www.mhlw.go.j
p/stf/seisakunitsuite/
bunya/hokabunya/jyo
uhouseisaku/toukei-
data_madoguchi_0000
5.html

参考 ⓯

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/jyouhouseisaku/toukei-data_madoguchi_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/jyouhouseisaku/toukei-data_madoguchi_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/jyouhouseisaku/toukei-data_madoguchi_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/jyouhouseisaku/toukei-data_madoguchi_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/jyouhouseisaku/toukei-data_madoguchi_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/jyouhouseisaku/toukei-data_madoguchi_00005.html


日本でアウトカム指標を設定している例

消費者庁

エシカル消費の普及
啓発

https://www.caa.
go.jp/policies/pol
icy/consumer_pol
icy/basic_plan/as
sets/consumer_p
olicy_cms102_24
0614_005.pdf

参考
⓰

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/assets/consumer_policy_cms102_240614_005.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/assets/consumer_policy_cms102_240614_005.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/assets/consumer_policy_cms102_240614_005.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/assets/consumer_policy_cms102_240614_005.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/assets/consumer_policy_cms102_240614_005.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/assets/consumer_policy_cms102_240614_005.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/assets/consumer_policy_cms102_240614_005.pdf
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